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市長や副市長の 
提案説明 
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委員会審査 

注
　
一
部
手
続
を
省
略
す
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こ
と
が
あ
り
ま
す
。 
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本
会
議
を
傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

予
算
や
市
の
基
本
方
針
、
重
要
な
施
策
、
地
元
の

身
近
な
問
題
な
ど
に
つ
い
て
、
議
員
が
質
問
し
、
市

長
な
ど
が
そ
れ
に
答
え
る
様
子
や
、
議
員
や
市
長
か

ら
提
案
さ
れ
た
議
案
の
審
議
な
ど
、
本
会
議
の
様
子

を
あ
な
た
も
実
際
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

本
会
議
が
開
か
れ
る
1
時
間
前
か
ら
、
市
役
所
北

庁
舎
東
入
口
の
市
政
案
内
所
で
傍
聴
券
を
配
布
し
ま

す
の
で
、
お
受
取
の
う
え
傍
聴
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
身
体
に
障
害
が
あ
る
方
の
た
め
の
車
い
す

専
用
傍
聴
席
の
設
置
や
手
話
通
訳
も
行
っ
て
い
ま
す
。

盲
導
犬
・
介
助
犬
・
聴
導
犬
を
同
伴
し
て
の
傍
聴
も
可

能
で
す
。
手
話
通
訳
に
よ
る
本
会
議
の
傍
聴
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
本
会
議
の
開
会
日
の
5
日
前
ま
で
に
、

市
会
事
務
局
に
申
請
書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

委
員
会
も
モ
ニ
タ
ー
視
聴
が
で
き
ま
す

普
通
・
公
営
企
業
予
算（
決
算
）特
別
委
員
会
の
質
疑

を
市
庁
舎
内
で
モ
ニ
タ
ー
放
映
し
て
い
ま
す
。

委
員
会
当
日
、
視
聴
券
を
配
布
し
ま
す
の
で
、
市
役

所
本
庁
舎
2
階
の
市
会
受
付
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

京
都
市
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ク
セ
ス
を

市
会
の
最
新
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
御
覧
い
た

だ
け
ま
す
。

市
会
の
仕
組
み
に
つ
い
て
の
分
か
り
や
す
い
解
説

や
、
顔
写
真
入
り
の
議
員
名
簿
、
ま
た
、
定
例
会
の

結
果
に
つ
い
て
は
、
議
案
に
対
す
る
各
会
派
の
賛
否

の
状
況
、
可
決
し
た
付
帯
決
議
や
意
見
書
の
全
文
な

ど
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
本
会
議
の
会
議
録
検
索
シ
ス
テ
ム（
平
成
3

年
5
月
定
例
会
以
降
の
会
議
録
の
全
文
を
掲
載
）で

は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
や
発
言
者
名
な
ど
を
入
力
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
お
知
り
に
な
り
た
い
発
言
内
容
な
ど

を
検
索
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

更
に
、
京
都

市
会
だ
よ
り（
第

13
号﹇
12
年
5
月

15
日
号
﹈以
降
）

も
掲
載
し
て
い

ま
す
。

市
役
所
本
庁
舎
2
階
見
取
図

市会には定例的に招集される定例会と必要
に応じて招集される臨時会とがあり、いずれ
も市長が招集します。京都市会では、条例に
より定例会を年4回と定め、おおむね2月、5
月、9月、11月に開かれます。
定例会や臨時会では、初めに会期が決定さ

れ、会期中に本会議や委員会を開き、議案の
審議などの議会活動を行います。

定例会では、通常、議長が開会を宣言
する会期初日の本会議に条例案など
の議案を上程し、左図のような流
れで可否の決定（表決）を行いま
す。
会期は、予算や決算を審議
する2月、9月、11月の定例
会がおおむね30日、5月定
例会がおおむね15日です。

本会議で審議する内
容が複雑で幅広い分野
にわたっていることか
ら、専門的、効率的に
審査・調査するため常設
の委員会を設けています。
これが常任委員会で、京都
市会では市の事務の部門別
に5つの委員会を設置してい
て、議員はいずれか1つの委員
会の委員になります。
特別委員会は、特別の問題を審

査又は調査する委員会で、必要に応
じて市会の議決により設置されます。現
在は予算や決算の審査を行うための特別委
員会が設けられています。
なお、委員会は市会の閉会中においても、請願審

査や市の事務調査など1年を通して活発な活動を行って
います。
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２月定例会
（予算市会）

２月定例会では、新

年度の予算やその関連

議案などを審議しま

す。

代表質疑

２月定例会の本会議

では、各会派を代表す

る議員が、当初予算や

その関連議案について

市長などに疑問点をた

だす代表質疑を行いま

す。

※なお、現在改装工事をしていますので、若干配置が違っている場合があります。

市会ホームページアドレス
http://www.city.

kyoto.jp/shikai/

代表質問

５月、９月、11月

定例会の本会議では、

各会派を代表する議員

が、市政一般について

市長などに質問する代

表質問を行います。
９月・11月定例会
（決算市会）
９月定例会では、病院、

交通、上下水道の各公営
企業の前年度決算を審
査する公営企業決算特
別委員会を、また、11月
定例会では、一般会計な
どの前年度決算を審査
する普通決算特別委員
会を、それぞれ設置し、
決算などを審議します。

会
派
と
は
主
義
主
張
や
考
え
を
同
じ
く

す
る
議
員
の
集
ま
り
で
す
。
京
都
市
会
で

は
、
5
月
市
会
に
先
立
ち
、
四
つ
の
会
派

が
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

会　派　名 議員数 電話番号

自 由 民 主 党
京都市会議員団 24人 222－3718

日 本 共 産 党
京都市会議員団 20人 222－3728

民主・都みらい
京都市会議員団 12人 222－3724

公 明 党
京都市会議員団 12人 222－3732

会派が結成されました


